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2012 年 11 月 27 日 
定期航空協会 

 
定期航空協会、検討会の今後の進め方についてのご提案 

 
定期航空協会では、第一回検討会で、定期検査制度等の緩和についての包括的な要望を

行いました。 
その後、第二回の検討会を経た中で、 

・ 各事業者の緩和要望等に関し検討会で頂いたご質問へのご回答 
・ 総務省殿の海外検査制度調査結果報告 
・ 検討会で頂いたご質問へのご回答についての総務省殿の所見 
・ 無線設備規則と無線機メーカーマニュアル確認項目の比較調査結果報告 
等が提示されました。 

今回の検討会での検討範囲は広範囲におよぶものであり、一方で、検討期間が比較的短

いものであります。電波利用環境に係わる部分の規制緩和について十分な検討を行うため

に、下記のように、 
（１） 本検討会で、解決すべき課題、 
（２） 本検討会で、今後検討が必要である課題とその検討方法 
に分類して今後検討を進めることをご提案申し上げます。 

 
記 

 
本検討会で解決する課題 
ベンチチェックの機会の見直し 

総務省殿の海外検査制度の調査結果によれば、米国では、ベンチチェックは取り卸

ベースで実施している。米国は、航空機および無線機器メーカーが寡占状態である

なかでは、その中心となる国である。 
海外主要メーカーの無線機器の故障発生率は極めて低く、また、本邦航空事業者の

無線設備も故障は少ない。 
従って、本邦におけるベンチチェックの機会は、取り卸ベースとすることが可能で

ある。一方で、十分な検証を実施する必要があることから、「暫定的に緩和した周期、

暫定期間の検証を経て、取卸ベースとする。」ことが望ましい。 
（１）暫定的に緩和した周期：4 年（別紙資料参照） 
（２）検証期間：暫定的に緩和した周期と同じ（現在搭載中の無線機にそのまま、

緩和を適用して調査対象とする。過去の作業実施の履歴票等による調査を活

用する等により、検証期間を可能な限り短縮する。） 
（３）検証内容：電波の質に係わる発信回路、送信回路の信頼性について調査する。 

 
以 上 

資料３－６ 
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（１） 暫定的に緩和した周期について 

資料 1 は、海外大手ベンダー4 社（市場をほぼ占有）の主要製品の平均故障間隔を無線機種別毎にプロットしたもので、一つのデータ

は、一型式の無線機のワールドワイドの平均値であります。全体で見ると、集中傾向は、23,000 時間から 27,000 時間にあると考えら

れ、この場合、一年あたりの平均飛行時間を 2,000 時間から 3,000 時間として、平均故障間隔は約 8 年と見ることができます。 
暫定の緩和した周期としては、約 8 年の中間点が妥当で 4 年を提案します。 

（２） ベンチチェックを取卸時に実施の妥当性について 
第 2 回検討会の資料、別添 1 にありますように、無線機種別 3 例について、「5 サンプルの使用期間全体での定期検査の所見」、および、

「過去 2 年間の全ての定期検査の所見」から、定期検査の所見で不具合は発見されていません。従って、ベンチチェックを取卸時に実

施することは妥当であると考えます。 
（３） 検証作業の実施方法について 

資料２は、Shop Maintenance Record であります。無線機器のみならず、電気・電子機器等取卸品の整備については、Shop Maintenance 
Record 等により修理履歴管理を実施しております。これにより、過去の修理実績を追跡調査できる場合は、これにより、検証作業も

実施したいと考えます。 












